
昭
和
二
十
四
年
人
事
院
規
則
一―

二

人
事
院
規
則
一―

二
（
用
語
の
定
義
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
き
、
用
語
の
定
義
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

人
事
院
規
則
一―

二
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
施
行
）

規
則
中
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
意
味
に
用
い
る
。

一
　
「
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
」
を
い
う
。

二
　
「
第
一
次
改
正
法
律
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
十

二
号
）
」
を
い
う
。

三
　
「
第
一
次
改
正
法
律
附
則
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

二
十
二
号
）
第
一
次
改
正
法
律
附
則
」
を
い
う
。

四
　
「
給
与
法
」
と
は
、
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
」
を
い
う
。

五
　
「
補
償
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
」
を
い
う
。

六
　
「
派
遣
法
」
と
は
、
「
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
」
を
い
う
。

七
　
「
法
人
格
法
」
と
は
、
「
職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十

号
）
」
を
い
う
。

八
　
「
育
児
休
業
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
」
を
い

う
。

九
　
「
勤
務
時
間
法
」
と
は
、
「
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三

号
）
」
を
い
う
。

十
　
「
任
期
付
研
究
員
法
」
と
は
、
「
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
」
を
い
う
。

十
一
　
「
倫
理
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
」
を
い
う
。

十
二
　
「
官
民
人
事
交
流
法
」
と
は
、
「
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
」
を
い
う
。

十
三
　
「
任
期
付
職
員
法
」
と
は
、
「
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
」
を
い
う
。

十
四
　
「
法
科
大
学
院
派
遣
法
」
と
は
、
「
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員

の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
」
を
い
う
。

十
五
　
「
留
学
費
用
償
還
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
号
）
」
を
い
う
。

十
六
　
「
自
己
啓
発
等
休
業
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

四
十
五
号
）
」
を
い
う
。

十
七
　
「
配
偶
者
同
行
休
業
法
」
と
は
、
「
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
七
十
八
号
）
」
を
い
う
。

十
八
　
「
令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
」
と
は
、
「
令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
」
を
い
う
。

十
九
　
「
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措
法
」
と
は
、
「
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
」
を
い
う
。

二
十
　
「
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
」
と
は
、
「
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た

め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
」
を
い
う
。

二
十
の
二
　
「
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
」
と
は
、
「
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
園
芸
博
覧
会
の
準
備

及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
十
五
号
）
」
を
い
う
。

二
十
一
　
「
規
則
」
と
は
、
人
事
院
規
則
を
い
う
。

二
十
二
　
「
指
令
」
と
は
、
人
事
院
指
令
を
い
う
。

二
十
三
　
「
細
則
」
と
は
、
人
事
院
細
則
を
い
う
。

二
十
四
　
「
総
裁
」
と
は
、
人
事
院
総
裁
を
い
う
。

二
十
五
　
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
は
、
内
閣
、
内
閣
総
理
大
臣
、
各
省
大
臣
、
会
計
検
査
院
長
、
人
事
院
総
裁
並
び

に
宮
内
庁
長
官
及
び
各
外
局
の
長
を
い
う
。

二
十
六
　
「
官
職
」
と
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
二
項
に
定
め
る
一
般
職
に
属
す
る
職
を
い
う
。

二
十
七
　
「
職
員
」
と
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
二
項
に
定
め
る
一
般
職
に
属
す
る
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。

二
十
八
　
「
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

二
十
九
　
「
行
政
執
行
法
人
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
を
い
う
。

三
十
　
「
人
事
評
価
政
令
」
と
は
、
「
人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
一

号
）
」
を
い
う
。

三
十
一
　
「
能
力
評
価
」
と
は
、
人
事
評
価
政
令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
能
力
評
価
を
い
う
。

三
十
二
　
「
業
績
評
価
」
と
は
、
人
事
評
価
政
令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
績
評
価
を
い
う
。

三
十
三
　
「
全
体
評
語
」
と
は
、
人
事
評
価
政
令
第
九
条
第
三
項
（
人
事
評
価
政
令
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
確
認
が
行
わ
れ
た
人
事
評
価
政
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
体
評
語
を
い
う
。

三
十
四
　
「
「
卓
越
し
て
優
秀
」
」
と
は
、
人
事
評
価
政
令
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
六
段
階

評
価
職
員
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
五
　
「
「
非
常
に
優
秀
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
よ
り
四
段

階
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
六
　
「
「
優
良
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
よ
り
三
段
階
上
位

の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
七
　
「
「
良
好
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
よ
り
二
段
階
上
位

の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
八
　
「
「
や
や
不
十
分
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
よ
り
一
段

階
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
九
　
「
「
不
十
分
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
人
事
院
規
則
一―

一
〇
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
一
七
日
人
事
院
規
則
一―

一
八
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
四
日
人
事
院
規
則
一―

二
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

二
五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
人
事
院
規
則
一―

二―

一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一―

二
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

三
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

三
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

四
〇
）

1



こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
一
四
日
人
事
院
規
則
一
〇―

一
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
留
学
費
用
償
還
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
六
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

四
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

二―

二
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
一
三
日
人
事
院
規
則
一―

六
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

六
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一―

六
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
日
人
事
院
規
則
一―
六
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
五
日
人
事
院
規
則
一―

二―
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
三
日
人
事
院
規
則
一―

七
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―

七
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

七
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一―

二―

四
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一―

八
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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